
新宮市有料広告掲載要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新宮市が発行する広報新宮（以下「広報」という。）及び新宮市のホームページ

（以下「ホームページ」という。）に掲載する有料広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（広告の掲載基準） 

第２条 広報及びホームページに掲載することができる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものと

する。 

(１) 市の公平性、中立性又は品位を損なうおそれがあるもの 

(２) 法令等に違反し又は抵触するおそれがあるもの 

(３) 公序良俗に反するおそれがあるもの 

(４) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号） 

に定める風俗営業に関するもの 

(５) 貸金業の規制等に関する法律（昭和５８年法律第３２号）第２条に規定する貸金業に関するもの 

(６) 政治的活動又は宗教的活動に関するもの 

(７) 個人、団体等の意見広告又は名刺広告にあたるもの 

（８） 虚偽又は誇大な表現で不適切なもの 

（９） 市が推奨しているかのような誤解を与えるおそれがあるもの 

（10）市税を滞納している者（法人の場合はその代表者を含む。）の広告 

（11）その他掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの 

 

（広告の大きさ及び掲載位置） 

第３条  広告の大きさ及び掲載位置については、次のとおりとする。 

 (１ )  広報誌への広告の大きさは、１広告当たり縦４５ミ リ メートル、横８５ミ リ メート 

ルとし、１ページに隣り合う２件を１広告とする場合は、縦４５ミリメートル、横１７４ミリメートルとする。 

又ホームページへのバナー広告の大きさは、新宮市ホームページ広告取扱い基準第２条第２項に 

定める規格とする。 

(２) 広告を掲載する頁位置及び枠取り等は、市が決定するものとする。 

 

（広告掲載料） 

第４条 広告の掲載料金は、広報については１月（号）１件１５，７５０円、ホームページについては１月間

１件１０，５００円とする。ただし、広報及びホームページの掲載期間がそれぞれ３ケ月以上の場合、又

は同一月の広報及びホームページをセットで掲載する場合、若しくは広報の 1 ページに隣り合う２件を

１広告として掲載する場合は、別表第１に定める掲載料金を適用する。 

 



（広告掲載希望者の募集） 

第５条  市長は、広報及びホームページ等により広告の掲載希望者を公募するものとする。 

 

（広告掲載の申込み） 

第６条  広報及びホームページに広告の掲載を希望する者（以下「広告主」という。 ）は、 

新宮市有料広告掲載申込書（様式第１号。以下「申込書」という。）に掲載しようとする 

広告原稿等を添えて、掲載を希望する月の２ケ月前の２０日までに市長に申し込まなければならない。 

２ 広告の申込みは、１ケ月につき１件とする。なお、同一広告原稿により、最長１２ケ月を限度として申し

込むことができる。 

 

（広告掲載の決定） 

第７条  市長は、前条に規定する広告掲載の申込みがあったときは、次条に規定する新宮市広告審査 

委員会による審査を経て、当該広告の掲載の可否を決定するものとする。 

２ 広告掲載可否の決定は、申込みが多数の場合は、抽選により決定する。 

３ 市長は、広告掲載原稿を審査した場合において、必要があると認められるときは、広告主に修正を求

めることができる。 

４ 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を広告主に新宮市有料広告掲載決定通知書

（様式第２号）又は新宮市有料広告不掲載決定通知書（様式第３号）により通知するものとする。 

 

（審査委員会） 

第８条  広告掲載の可否を審査するため、新宮市広告審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

３ 委員会の委員長は総務部長を、副委員長は企画政策部長を、委員は秘書課長、総務課長及び財

政課長の職にある者をもって充てる。 

４ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

５  副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、 

その職務を代理する。 

 

（委員会の会議等） 

第９条  委員会の会議（以下「会議」という。）は、広告内容等広告の掲載に関して疑義が生じた場合に 

おいて、委員長が必要と認めたときに招集する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。 

３ 会議は、委員長がその議長となる。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

５ 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 

 

 



（庶務） 

第１０条 委員会の庶務は、秘書課において処理する。 

 

（広告掲載料の納付） 

第１１条 広告掲載料は、掲載の決定後、市長の指定する期日までに全額納入しなければならない。 

ただし、市長が認めたときは、この限りでない。 

 

（広告掲載料の還付） 

第１２条 既納の広告掲載料は、原則として還付しない。ただし、市長は、広告掲載が決定した後に広告

主の責め帰することのできない事由により、広告を掲載することができなかったときは、広告掲載料を還

付するものとする。 

２ 前項の規定により還付する広告掲載料には、利息を付さない。 

 

（広告掲載の取消し） 

第１３条 市長は、次の場合は、広告の掲載を取消すことができる。 

(１) 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかった場合 

(２) 広告主又は広告内容が不適当と判断した場合 

 

（広告主の責任） 

第１４条 広告主は、掲載した広告の内容について一切の責任を負う。 

２ 広告原稿等の作成経費は、広告主の負担とする。 

 

（補則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は市長が別に定める。 

   附 則 

この告示は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２０年 2月 1日告示第７号） 

この告示は、平成２０年２月１日から施行する。 

附 則（平成２４年５月１５日告示第５２号） 

この告示は、平成２４年５月１５日から施行する。 

附 則（平成２６年５月２９日告示第３６号） 

この告示は、平成２６年５月２９日から施行する。 

附 則（平成２７年４月６日告示第３１号） 

この告示は、平成２７年４月６日から施行する。 

附 則（平成２９年４月１日告示第２８－４号） 

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

 



別表第１（第４条関係） 

 

（１）広報広告掲載料金表 

掲載期間 １月当たりの掲載料金 参考（１月当たりの割引率と割引額） 

① １ケ月～２ケ月 １５，７５０円 
（３１，５００円） 割引なし 

② ３ケ月～５ケ月 １２，６００円 
（２５，２００円） 

２０％ ３，１５０円 
（６，３００円） 

③ ６ケ月～１２ケ月 １１，０２５円 
（２２，０５０円） ３０％ ４，７２５円 

（９，４５０円） 

※（ ）の中の金額は１ページに隣り合う２件を１広告として掲載する場合の料金 

 

（２）ホームページ広告掲載料金 

掲載期間 １月当たりの掲載料金 参考（１月当たりの割引率と割引額） 

① １ケ月～２ケ月 １０，５００円 割引なし 

② ３ケ月～５ケ月 ８，４００円 ２０％ ２，１００円 

③ ６ケ月～１２ケ月 ７，３５０円 ３０％ ３，１５０円 

 

（３）広報及びホームページ広告セット掲載料金（（１）のカッコ内料金を除く） 

掲載期間 １月当たりの掲載料金 参考（（１月当たりの割引率と割引額） 

１ケ月～２ケ月 ２３，６２５円 表(1 )①＋表(２)①の１０％ ２，６２５円 

３ケ月～５ケ月 １８，９００円 表(１)②＋表(２)②の１０％ ２，１００円 

６ケ月～１２ケ月 １６，５３７円 表(１)③＋表(２)③の１０％ １，８３８円 

※ 広告セット掲載料金は、（１）又は（２）を掲載中のどちらかに追加して掲載する場合は適用しない。 

 

 

 

 



様式第１号（第 6条関係） 

新宮市有料広告掲載申込書 

年  月  日 

 (あて先) 

  新宮市長 

 

広告主（申込者）住所（所在地）： 

   申込者（会社名等）：           

代  表  者 ：               ㊞ 

電 話 番号 ： 

ＦＡＸ番号 ： 

 

広報新宮及び新宮市のホームページに広告を掲載したいので、新宮市有料広告掲載 

要綱（平成１９年４月１日施行）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり申し込みます。 

 

記 

 

１．広告の種類         （１）広報新宮     （２）ホームページ 

 ※希望するものに○を 

つけてください。 

 

２．掲載希望期間（※１件につき１２ケ月以内） 

（１）広報新宮          年  月号から  年  月号まで（  ケ月） 

   □隣り合う２件を１広告として掲載希望（掲載希望の場合は☑を入れてください） 

（２）ホームページ         年  月  日から   年  月  日 

   （リンク先のアドレス） 

 

３．広告料金の支払い 

   広告掲載が決定されたときは、広告掲載料として、      円を支払います。 

 

４．原稿              別添のとおり 

 

５．申込みにおける承諾事項 

（１）新宮市有料広告掲載要綱及び新宮市ホームページ広告取扱い基準の規定を遵守します。 

（２）新宮市分の市税納付状況調査に承諾します。 

  ※申込者の住所 (所在地 )が市外の場合は、直前の市区町村民税の納税証明書 (法

人の場合は法人市区町村民税 )を添付してください。  



様式第２号（第 7条関係） 

 

平成  年  月  日 

（あて先 申請者） 

 

新宮市長 

 

新宮市有料広告掲載決定通知書 

 平成  年  月  日付けで申込みのあった広告掲載については、次のとおり掲載することに決定しま

したので、新宮市有料広告掲載要綱第7条第４項の規定により通知します。 

 

記 

 

１．広告の種類        （１）広報新宮   （２）新宮市ホームページ 

 

２．広告掲載期間 

（１）広報新宮    年  月号から   年  月号まで（  ケ月） 

 

（２）ホームページ   年  月  日から  年  月  日 

 

３．広告掲載場所        

 

４．広告掲載料        金        円 

 

５．広告掲載料の納入         年  月  日までに同封の納入通知書により、 

指定の場所で納付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第 7条関係） 

年  月  日 

 (あて先 申請者) 

新宮市長 

 

 

新宮市有料広告不掲載決定通知書 

    年  月  日付けで申込みのあった広告掲載については、次の理由により掲載で 

きないことに決定しましたので、新宮市有料広告掲載要綱第7条第４項の規定により通知します。 

 

記 

 

１．広告の種類 

 

２．不掲載の理由 

 

 


